
 

７消安第 1188 号  

令和７年６月 10 日  

 

 独立行政法人農林水産消費安全技術センター理事長 殿 

 

 

                  農林水産省消費・安全局長 

 

 

 

飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令等の一部改正について 

 

 

 このことについて、別紙１のとおり本日付けで公布されましたので、御了知の

上、その運用について遺漏のないようお願いします。 

 なお、本改正の概要については、別紙２を御参照ください。 
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○
農
林
水
産
省
令
第
二
十
七
号

飼
料
の
安
全
性
の
確
保
及
び
品
質
の
改
善
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
八
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
七
年
六
月
十
日

農
林
水
産
大
臣

小
泉
進
次
郎

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

飼
料
及
び
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
等
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
農
林
省
令
第
三
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
（
以
下
「
傍
線
部
分
」
と
い
う
。
）
で
こ
れ
に
対
応
す

る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
あ
る
も
の
は
、
こ
れ
を
当
該
傍
線
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規

定
の
傍
線
部
分
で
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
部
分
が
な
い
も
の
は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）
 

１
 
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の

基
準
 

（１）
（
略
）

（２）
飼
料
一
般
の
製
造
の
方
法
の
基
準

ア
～
ハ
 
（
略
）

ヒ
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
３
）
は
、
牛
、
豚
及
び
鶏
を
対
象
と
す
る
飼
料
（

飼
料
を
製
造
す
る
た
め
の
原
料
又
は
材
料
を
含
む
。
）
以
外
の
飼
料
に
用

い
て
は
な
ら
な
い
。

 

（３）・
（４） 

（
略
）
 

（５）
飼
料
一
般
の
表
示
の
基
準

ア
（
略
）

イ
飼
料
（
飼
料
添
加
物
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ア）～
（エ） 

（
略
）

（オ）
（１）の

ウ
に
掲
げ
る
表
、

（１）の
キ
の

（ア）、
ケ
の

（ア）、
コ
の

（ア）及
び
ニ
の

（ア）、
（２）の

エ
か
ら
カ
ま
で
、

（２）の
キ
に
掲
げ
る
表
並
び
に

（２）の
ケ
及
び

サ
か
ら
ヒ
ま
で
に
対
象
と
す
る
家
畜
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
飼
料
に
あ

つ
て
は
、
対
象
家
畜
等

（カ）～
（サ） 

（
略
）

（
注
）
 
（
略
）
 

ウ
（
略
）

２
～
６
 
（
略
）
 

別
表
第
１
（
第
１
条
関
係
）
 

１
 
飼
料
一
般
の
成
分
規
格
並
び
に
製
造
、
使
用
及
び
保
存
の
方
法
及
び
表
示
の

基
準
 

（１）
（
略
）

（２）
飼
料
一
般
の
製
造
の
方
法
の
基
準

ア
～
ハ
 
（
略
）

（
新
設
）

（３）・
（４） 

（
略
）
 

（５）
飼
料
一
般
の
表
示
の
基
準

ア
（
略
）

イ
飼
料
（
飼
料
添
加
物
を
含
む
も
の
に
限
る
。
）
に
は
、
次
に
掲
げ
る
事

項
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（ア）～
（エ） 

（
略
）

（オ）
（１）の

ウ
に
掲
げ
る
表
、

（１）の
キ
の

（ア）、
ケ
の

（ア）、
コ
の

（ア）及
び
ニ
の

（ア）、
（２）の

エ
か
ら
カ
ま
で
、

（２）の
キ
に
掲
げ
る
表
並
び
に

（２）の
ケ
及
び

サ
か
ら
ハ
ま
で
に
対
象
と
す
る
家
畜
等
が
定
め
ら
れ
て
い
る
飼
料
に
あ

つ
て
は
、
対
象
家
畜
等

（カ）～
（サ） 

（
略
）

（
注
）
 
（
略
）
 

ウ
（
略
）

２
～
６
 
（
略
）
 

別紙１



- 3 -

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

１
～
７
 
（
略
）
 

８
 
各
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
及
び
製
造
の
方
法
等
の
基
準
 

（１）～
（
134）

 
（
略
）
 

（
13
5）

ア
ミ
ラ
ー
ゼ

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
１
）
 
（
略
）

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
２
）

ア
製
造
用
原
体

（ア）～
（ウ） 

（
略
）

（エ）
表
示
の
基
準

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
１
）
製
造
用
原
体
の
表
示
の
基
準
を
準

用
す
る
。
 

イ
（
略
）

ウ
製
剤
（
そ
の
２
 
液
状
）

（ア）
（
略
）

（イ）
保
存
の
方
法
の
基
準

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
２
）
製
剤
（
そ
の
１
）
の
保
存
の
方
法

の
基
準
を
準
用
す
る
。
 

（ウ）
（
略
）

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
３
）

ア
製
造
用
原
体

（ア）
成
分
規
格

酵
素
力
単
位
 
本
品
は
、
酵
素
力
試
験
を
行
う
と
き
、
１
ｇ
中

に
2
,0
00で

ん
ぷ
ん
糖
化
力
単
位
以
上
を
含
む
。
 

物
理
的
・
化
学
的
性
質
 

①
本
品
は
、
淡
褐
色
～
濃
褐
色
の
液
体
で
あ
る
。

②
本
品
の
水
溶
液
又
は
水
懸
濁
液
（
１
→
100）

の
pHは

、

5
.0
～
7.
5で

あ
る
。

③
本
品
は
、
p
H5.0～

7
.
0に

お
い
て
最
大
の
酵
素
活
性
を

有
す
る
。

純
度
試
験
 

①
鉛
 
本
品
1
.0
ｇ
（
0
.
95～

1
.0
4ｇ

）
を
量
り
、
鉛
試
験

法
（
原
子
吸
光
光
度
法
第
１
法
）
に
よ
り
鉛
の
試
験
を
行

別
表
第
２
（
第
２
条
関
係
）
 

１
～
７
 
（
略
）
 

８
 
各
飼
料
添
加
物
の
成
分
規
格
及
び
製
造
の
方
法
等
の
基
準
 

（１）～
（
134）

 
（
略
）
 

（
135）

ア
ミ
ラ
ー
ゼ

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
１
）

 
（
略
）

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
２
）

ア
製
造
用
原
体

（ア）～
（ウ） 

（
略
）

（エ）
表
示
の
基
準

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
１
）
製
造
用
原
体
の
表
示
の
基
準
を
準

用
す
る
こ
と
。
 

イ
（
略
）

ウ
製
剤
（
そ
の
２

 
液
状
）

（ア）
（
略
）

（イ）
保
存
の
方
法
の
基
準

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
２
）
製
剤
（
そ
の
１
）
の
保
存
の
方
法

の
基
準
を
準
用
す
る
こ
と
。
 

（ウ）
（
略
）

（
新
設
）
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う
と
き
、
そ
の
量
は

20µ
g／

ｇ
以
下
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
 

②
ヒ
素
 
本
品
1
.
0ｇ

（
0.9

5～
1
.0
4ｇ

）
を
量
り
、
ヒ
素

試
験
法
第
３
法
に
よ
り
試
料
溶
液
を
調
製
し
、
装
置
Ａ
を

用
い
る
方
法
に
よ
り
ヒ
素
の
試
験
を
行
う
と
き
、
吸
収
液

の
色
は
、
標
準
色
よ
り
濃
く
て
は
な
ら
な
い
（
２
µg／

ｇ

以
下
）
。

③
抗
菌
活
性
 
本
品
１
ｇ
（
0
.5～

1.4ｇ
）
を
量
り
、
抗

菌
活
性
試
験
法
に
よ
り
試
験
を
行
う
と
き
、
抗
菌
活
性
を

示
し
て
は
な
ら
な
い
。

強
熱
残
分
 
2
0.
0％

以
下
（
１
ｇ
）
 

酵
素
力
試
験
 
で
ん
ぷ
ん
糖
化
力
試
験
法
に
よ
り
試
験
を
行
う

。
 

（イ）
製
造
の
方
法
の
基
準

Bacillus licheniformisに
属
す
る
菌
株
を
宿
主
と
し
た

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
生
産
組
換
え
体
を
培
養
し
、
培
養
を
終
了
し
た
後

、
培
養
物
を
ろ
過
し
、
又
は
水
で
抽
出
し
た
後
、
ろ
過
し
、
菌

体
を
除
去
し
、
さ
ら
に
、
ろ
液
を
濃
縮
し
て
製
造
す
る
こ
と
。
 

（ウ）
保
存
の
方
法
の
基
準

遮
光
し
た
密
閉
容
器
に
保
存
す
る
こ
と
。

（エ）
表
示
の
基
準

本
品
の
直
接
の
容
器
又
は
直
接
の
被
包
に
、
最
大
の
酵
素
活

性
を
示
す
p
H値

（
小
数
点
以
下
第
１
位
ま
で
）
を
記
載
す
る
こ

と
。
 

イ
製
剤
（
そ
の
１
）

（ア）
成
分
規
格

本
品
は
、
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
３
）
製
造
用
原
体
に
、
必
要

に
応
じ
て
硫
酸
ナ
ト
リ
ウ
ム
を
加
え
、
さ
ら
に
、
賦
形
物
質
を

混
和
し
た
小
片
、
粉
末
又
は
粒
子
で
あ
る
。
 

酵
素
力
単
位
 
本
品
は
、
酵
素
力
試
験
を
行
う
と
き
、
表
示
で

ん
ぷ
ん
糖
化
力
単
位
の
85
～
17
0％

を
含
む
。
 

酵
素
力
試
験
 
で
ん
ぷ
ん
糖
化
力
試
験
法
に
よ
り
試
験
を
行
う

。
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（イ）
保
存
の
方
法
の
基
準

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
３
）
製
造
用
原
体
の
保
存
の
方
法
の
基

準
を
準
用
す
る
。
 

（ウ）
表
示
の
基
準

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
３
）
製
造
用
原
体
の
表
示
の
基
準
を
準

用
す
る
。
 

ウ
製
剤
（
そ
の
２
 
液
状
）

（ア）
成
分
規
格

本
品
は
、
ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
３
）
製
造
用
原
体
に
、
必
要

に
応
じ
て
シ
ョ
糖
、
塩
化
ナ
ト
リ
ウ
ム
及
び
ソ
ル
ビ
ン
酸
カ
リ

ウ
ム
を
加
え
、
さ
ら
に
、
水
を
混
和
し
た
水
溶
性
液
状
物
で
あ

る
。
 

酵
素
力
単
位
 
本
品
は
、
酵
素
力
試
験
を
行
う
と
き
、
表
示
で

ん
ぷ
ん
糖
化
力
単
位
の
85
～
17
0％

を
含
む
。
 

酵
素
力
試
験
 
で
ん
ぷ
ん
糖
化
力
試
験
法
に
よ
り
試
験
を
行
う

。
 

（イ）
保
存
の
方
法
の
基
準

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
３
）
製
造
用
原
体
の
保
存
の
方
法
の
基

準
を
準
用
す
る
。
 

（ウ）
表
示
の
基
準

ア
ミ
ラ
ー
ゼ
（
そ
の
３
）
製
造
用
原
体
の
表
示
の
基
準
を
準

用
す
る
。
 

（
13
6）

～
（
1
66）

 
（
略
）
 

（
136）

～
（
166）

 
（
略
）
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附

則

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

別紙１



別紙２ 

「飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令」の一部改正について 

 

１ 現行制度の概要 

飼料添加物は、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律（昭和 28 年法律第 35

号。以下「法」という。）第２条第３項において、農林水産大臣が農業資材審議会の意見

を聴いて指定すると規定されており、当該飼料添加物については、飼料の安全性の確保及

び品質の改善に関する法律第二条第三項に基づき飼料添加物を定める件（昭和 51 年農林

省告示第 750号）において指定されている。 

また、法第３条第１項の規定により、農林水産大臣は、農業資材審議会の意見を聴いて

（同条第２項）飼料若しくは飼料添加物の成分規格等を定めることができるとされており、

当該成分規格等については、飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令（昭和 51年農

林省令第 35号。以下「省令」という。）において定められている。 

 

２ 改正の趣旨 

メーカーから要望があったことを受け、飼料添加物アミラーゼ（その３）について新た

に成分規格等を定める。 

なお、今般の改正に当たって農業資材審議会に意見を聴いたところ、適当であるとの

答申を得た。 

 

３ 改正の内容 

①  省令別表第１の１の（２）に、アミラーゼ（その３）は牛、豚及び鶏以外を対象と

する飼料に用いてはならない旨を規定する※。 

②  省令別表第２の８に、アミラーゼ（その３）の成分規格等を規定する。 

 

※ 規定順は制定順による。 

 

４ 施行期日 

令和７年６月 10日 

 

５ パブリックコメントの実施期間 

 令和７年３月 26日～４月 24日 


